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令和3年度事業報告（抜粋）
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⑴　脱炭素のくらしと地域づくり
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長久手市ゼロカーボンシティ宣言

市制施行10周年となる令和４年１月４日、
温室効果ガス実質ゼロを目指す旨を市長が
改めて宣言



⑵　循環型のくらしと地域づくり
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　ごみ減量のため、さまざまな施策を展開しました。         

　子どもにごみ減量や分別の必要性を伝えるとともに、それを子どもから保
護者に説明してもらうことで、市民全体のごみ減量や分別意識の向上を図り
ました。各校３回ずつ計２７回、給食の時間にライブ形式で実施しました。                                           

長久手市ごみ減量大作戦                                        

ア　小中学校アウトリーチ（出前講座）                                        

第１回テーマ
「資源と分別」
第２回テーマ
「リチウムイオン電池の捨て方」   
第３回テーマ
「食品ロスの削減」                        
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　ごみ減量のため、さまざまな施策を展開しました。         

　今年度はごみ減量啓発を強化し、数回にわたり広報ながくてにごみ減量記
事を掲載しました。                                      

長久手市ごみ減量大作戦                                        

イ　広報に特集記事を掲載                                       

６月号　　ごみの減量と分別
８月号　　プラスチック製容器包装・　
　　　　　　古紙の分別方法
１０月号　食品ロス削減（漫画）
１２月号　ごみの組成調査                                
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　ごみ減量のため、さまざまな施策を展開しました。         

　ごみ減量のため、市民のごみの減量意識、資源化意識の向上を図る施策
としてもえるごみ袋を増額することを検討しています。令和３年１０月から１２
月にかけて、市内１０か所で計３２回開催しました。                                           

長久手市ごみ減量大作戦                                        

ウ　もえるごみ袋増額に関する地域意見交換会                                       



　
尾張旭市長久手市衛生組合の解散と
日進市南部浄化センターでし尿共同処理開始                                                       

　し尿等処理量の減少、処理施設の老朽化に伴い、令和４年
３月３１日をもって尾張旭市・長久手市で構成する尾張旭市
長久手市衛生組合を解散します。
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　令和４年４月１日以降、し尿等
の処理は令和４年３月末に完成
する日進市南部浄化センターで
本市・日進市・東郷町と共同処
理を行います。

　日進市南部浄化センター



⑶自然共生のくらしと地域づくり
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湿地サミットプレイベントを開催しました。                                        



⑷安全・安心のくらしと地域づくり
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飼い主のいない猫対策の情報提供を行いました。                                        



令和4年度事業計画について
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⑴　脱炭素のくらしと地域づくり
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①電力見える化システムの整備
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太陽光発電システムやHEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）の無い家庭に対し、
電力会社の設置したスマートメーターから使用電力量（瞬時値）を計測できる機器を貸与
する仕組みを作ります。（計測のイメージ図は次項のとおり）
（令和３年度は試用期間。令和４年度は、機器の数と時期を拡充して実施予定））

　●家庭電力の見える化

　●省エネ行動等の効果の見える化

重点
施策

転入者への
省エネ行動リストの紹介、
省エネ意識アンケート

R3～　【継続】

R3年度に作成した環境ク
イズを、HPやSNS等を用
いて広く市民らに普及

R3～　【拡充】

ホームページ上に、子ど
も向け環境学習ページの
作成を検討

【新規】

拡充



②公共施設におけるエネルギー対策
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　●公共施設における使用電力量の見える化

　●公共施設における再生可能エネルギー由来電力購入の促進検討

重点
施策

　●公共施設における太陽光発電等の導入

長久手市地球温暖化防止実行計画（事務事業編）に上記内容を盛り込み、
毎年度進捗管理を行います。
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　●長久手市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）
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②公共施設におけるエネルギー対策
重点
施策
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　１　計画期間 
　　　2022年度を初年度とする2026年までの５年間 　（全体の計画期間は2021年度～2030年度）
 
　２　 体系
　　　　基本目標１　電気・ガス使用における温室効果ガス排出量の削減 
　　　　　政策１－A　施設整備によるエネルギー削減 
　　　　　政策１－B　事務事業の見直しによるエネルギー削減 
　　　　　政策１－C　職員個々の省エネルギー行動 

　　　　基本目標２　再生可能エネルギー設備の導入
　　　　　政策２　太陽光発電設備の導入

　　　　基本目標３　自動車利用に係る燃料使用の削減 
　　　　　政策３－A　公用車利用縮小等による温室効果ガスの削減 
　　　　　政策３－B　ガソリン燃料車以外の移動手段の充実 
　　　　　政策３ーC　来所する市民等の自家用車使用の抑制 

　　　　基本目標４　ごみ処理に伴うエネルギーの削減 
　　　　　政策４ーA　ごみの減量 

　●地球温暖化防止実行計画（事務事業編）　＜前期アクションプラン＞

重点施策１　照明設備LED化

重点施策２　再生可能エネルギー
　　　　　　　　由来の電力購入 検討

重点施策３　小中学校への蓄電池設置

重点施策４　公共交通機関・自転車・
　　　　　　　　徒歩通勤への移行促進 

②公共施設におけるエネルギー対策
重点
施策



③環境配慮型まちづくり施策の推進                                                       
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公園西駅周辺で実施した環境配慮型まちづくりの取り組みを市域全体に普及させるため、
市内での主にハード整備に関する手引書の運用を令和４年１月から開始しました。

手引書を事業者等に普及し、環境に配慮したまちを共に作っていきます。

　●手引書の普及及びアンケートの回収

事
業
者

開
発

開
発
協
議

市ホームページ、窓口

・開発協議申請に関す
る書類を入手

・手引書、アンケートを
入手

ア
ン
ケ
ー
ト
提
出

重点
施策

継続
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令和５年度
４月～6月 ７月～９月 10月～12月 １月～３月 以降

庁
内
向
け

企
業
向
け

市
民
向
け

省エネ・エコ通勤チャレンジ企画

啓発（動画配信、環境クイズ、市民一人ひとりが考えるゼロカーボン宣言の収集

実施 （詳細は別紙）

R5年度以降事業計画 実施

公共施設ＬＥＤ化、設備改修、緑陰効果導入

環境に配慮した業務の実施
効果検証、
見直し

企業の環境配慮の取組の収集・紹介

ゼロカーボンに向けた企業と市との連携について模索

環境配慮型まちづくりチェックリストを活用した建築物整備

長久手市
ゼロカーボン
シティ宣言

令和４年１月

◆ゼロカーボンシティ宣言後の脱炭素事業予定　まとめ



住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助事業                                                   

個人居宅に新たに設置する地球温暖化対策設備に対する補助金

対象機器 補助額 R3見込み

一体的導入（①又は②の同時設置に対して補助を行う。

①太陽光発電施設・HEMS・蓄電池
②太陽光発電施設・HEMS・V2H）

100,000円 １１件

家庭用エネルギー管理システム（HEMS） 10,000円 ７件

リチウムイオン蓄電池 50,000円 １２件

電気自動車等充給電設備（Ｖ2Ｈ） 50,000円 ３件

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギーハウス）
※一体的導入に対する上乗せ加算

50,000円 ３件

継続



⑵　循環型のくらしと地域づくり
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新規

　現在の一般廃棄物処理基本計画が令和５年度末で計画期間
満了となるため、令和４年度から２か年かけて次期計画を策定
します。                                          

一般廃棄物処理基本計画の策定                                      

１０年間

１０年間

現計画

次期計画

H30
中間見直し

R10
中間見直し
予定

H26 R6 R16

R4～5
策定期間
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　ご近所同士で１０世帯程度まとまって１か所でごみ出しを希
望する市民に対して、ごみボックスを無償で貸与し、拠点回収
化を促進することで、ごみ収集の迅速化を図ります。                                          

拠点回収用ごみボックス無料貸与事業                                      新規
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　ごみ処理施設や収集車での火災防止のため、「充電５品目」
の分別収集を令和４年４月から開始します。 

充電５品目の回収を開始します                                     新規

【対象となる５品目】
①充電式電池
（リチウムイオン電池、ニカド電池、
ニッケル水素電池の二次電池）
②モバイルバッテリー
③加熱式たばこ、電子たばこ
④充電式シェーバー
⑤スマートフォン、タブレット



⑶自然共生のくらしと地域づくり
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市内における生物多様性の確保及び、自然環境の保護・保全等の課題に関して、
専門的な立場から助言または提言を行うアドバイザー会議を開催します。

　●長久手市環境保全アドバイザー会議の開催

⑦豊富な生き物が生息する長久手の価値の『見える化』                       
重点
施策

継続

生物多様性を実感するための市民向け勉強会や体験会の開催を通じて、生き物などへの関心を高めるとと
もに、生態系保全を行う意義や必要性への理解を深めます。
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平成２４年度、２５年度の市全域調査にて重点箇所（希少種が多く生息生育すると考えられる箇所）の
一つ二ノ池湿地群について、追跡調査を継続して実施します。

長久手市内３か所において、保全管理のための生態調査を行います。

⑦豊富な生き物が生息する長久手の価値の『見える化』                       
継続

重点
施策

　●希少種（ウシモツゴ）の生態調査の実施

　●希少種の生息状況の追跡調査の実施
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愛知県下の湿地保全活動にかかわる団体、自治体等が集い、湿地の保護・保全をテーマに各地の
湿地・湿原を紹介するとともに、活動団体の交流を目的とした事業「湿地サミット」を開催します。

●概要
【日　　時】　6月1日（水）午後（予定）
【参加人数】　３００人（見込み）
【内　　容】　取組紹介及び基調講演（長久手市文化の家　森のホール）
その後、現地見学（鯉ヶ廻間上池・下池周辺湿地）
【その他】　長久手湿地保全の会の協力の下、開催する。

⑧地域、企業、学生等が主体となった
生物多様性保全活動の実践

新規重点
施策

　●湿地サミットの開催

生物多様性保全活動には、多様な主体が関わることが重要であり、地域、大学、企業などに働きかけ、
保全を目的とした研究、事業活動の実験、福利厚生などのフィールドとして有効に活用できるようにし
てく必要があります。
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⑧地域、企業、学生等が主体となった
生物多様性保全活動の実践

重点
施策

継続

・二ノ池湿地保全管理計画に基づき、市・ボランティア団体・専門家・土地所有者が
現地を確認し、来年度の作業計画を作成する。

　●二ノ池湿地保全管理計画に基づく検討会の実施



⑷安全・安心のくらしと地域づくり
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⑨良好な生活環境の形成と見える化              

33

重点
施策

　●ポイ捨てや犬フン対策として誰でも分かりやすい周知・啓発

　●地域単位での美化活動等が活発に行われるよう支援制度の検討

　●アプリ等を活用した個人での美化活動等へのポイント付与制度の検討

・他市町村の有効な看板の例の調査
・現在使用している啓発看板の改善を検討
・地域が主体的に啓発していくことのできる仕組み検討

・個人の美化活動等は、「いいね賞」という表彰制度がある。
・地域、企業、団体が行う地域美化活動等を推進する仕組みを検討する。

・美化活動に限ったアプリ、ポイントではなく、包括的なポイント制度の中の
一つとして、美化活動を対象とするように進めていく。



⑨気候変動の影響の情報収集、適応策の研究と見える化              
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重点
施策

　●適応策の研究を続ける

　●市内の温暖化の影響について、各部署からヒアリングをして把握に努める

・気候に関する専門家らと連携し、長久手市の気候の変化について注視する。

・保育園、小学校、農業、防災担当部署等から、温暖化が原因として考えられる課題
を聞きとり、今後の適応策の検討材料とする。



令和４年度　河川等水質分析調査
　長久手市では、昭和５８年より香流川、雁又川、堀越川、香桶川、鴨田川、井堀川の水質調査を実施し、水質汚濁
の状況を監視してきました。平成１０年より、神明川、東山川、森孝川を、令和元年度から香流川 公園西橋合流点を
加え、水質調査を実施し、全ての河川の水質調査を実施しています。

植田川8
( 6 )年 回

鴨田川下流 藤ノ7 ：

( 6 )木川合流点年 回

香流川：1-(6)
( 6 )下川原橋年 回

香流川 香桶川1-(4) ・

( 6 )合流点 年 回

雁又川：4-(1)
( 6 )雁又橋 年 回

3 ( 2 )東山川年 回

2 ( 2 )神明川 年 回

堀越川5
( 2 )年 回

9 森孝川

( 2 )年 回

鴨田川上流6
( 6 )年 回

杁ケ池D

新池A

立石池B

宮ヶ洞池C

香流川 公園西橋38 ：

( 6 )下流合流点 年 回

35

継続



令和４年度　自動車騒音常時監視調査

道路名 測定地点

　県道力石名古屋線 長久手市杁ケ池

県道瀬戸大府東海線 長久手市岩作東中

県道力石名古屋線

時間帯 昼間（6～22時） 夜間（22～6時）

要請限度 75dB 70dB

36

継続

県道瀬戸大府東海線

時間帯 昼間（6～22時） 夜間（22～6時）

要請限度 75dB 70dB



令和４年度　大気汚染測定車による大気環境調査

物質名 環境基準

二酸化硫黄（ＳＯ₂）
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下で
あり、かつ、1時間値が0.1ppm以下である
こと

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）
1時間値の1日平均値が0.10mg/ｍ３以下
であり、かつ、1時間値が0.20mg/ｍ３以
下であること

光化学オキシダント（Ｏｘ） 1時間値が0.06ppm以下であること

一酸化炭素（ＣＯ）
1時間値の1日平均値が10ppm以下であ
り、かつ、1時間値の8時間平均値が
20ppm以下であること

二酸化窒素（ＮＯ₂）
1時間値の1日平均値が0.04ppmから
0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下で
あること※1

微小粒子状物質（PM2.5） 1日の平均値が35μg/㎥以下であること

調査地点 調査期間 対象道路

長久手市横道41番地91 未定 県道力石名古屋線

37

継続


